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特別企画　東日本大震災と JMAT特別企画　東日本大震災と JMAT

JMAT　第 1陣 ( 期間　3月 24 日から 27 日 )
　社会福祉法人同朋会ともの園クリニックの鮫島

康高医師、宇部フロンティア大学の網木政江看護

師、山口労災病院の長谷昌枝看護師、山口県社会

福祉協議会の柴田　朗氏の 4名で、宮城県南三

陸町へ出務。

山口県医師会 JMAT 第 1 陣　活動報告に代えて
　『赤色灯に導かれて』
社会福祉法人同朋福祉会ともの園クリニック　

鮫島康高
　確実に惨劇の現場が近付いている。その事実を

認識させるように、つい今しがたまで、快適に走っ

ていたエルグランドが、不規則にバウンドする。

わずかに残った夕陽の欠片に照らされた路面を観

察すると、幾筋もの亀裂が走っている。路肩に無

造作に、道路標識の残骸が転がっている。ドライ

バーはその衝撃から乗員を守ろうと、次第に速度

を落とす。減速に比例して、車窓からの景色が明

確となる。三陸道に入ったあたりから、すっかり

日が落ち、夕闇が周囲を包む。見渡すと、明りが

消えてゴーストタウンと化した集落が点在してい

る。主不在の集落を守るパトカーの赤色灯だけが

赤く点滅を繰り返している。一般車両の乗り入れ

が禁止されている路線に入ると、いつの間にか、

自衛隊車両と警察車両に先導されるように車列が

形成され、赤い蛍のような赤色灯の列が、緩くカー

ブを描き並んでいる。闇が深くなり、それぞれの

災害救援車両も三々五々、各々の目的地に向かっ

て、各交差点で右折左折して車列から離れて行く。

そして、先導車がいなくなった頃、視野は車両の

ライトで照らされる範囲に狭まり、乗員全員の視

線がそこに集中する。しばらくは何の変哲もない

田舎の光景が展開されていたが、突如、何の前触

れもなく変化する。この二週間、繰り返しメディ

アで見せられていた惨状が、モノクロームの映画

のように映し出される。生と死のボーダーライン

となった橋を渡ると、むき出しの壁面だけになっ

た家の残骸や、がれきの山が視線を遮る。そのが

れきの中に、まるで卒塔婆の様な材木が沢山見え

る。そして、その端に無造作にくくりつけられた、

無数の赤い布の切れ端で出来た旗が、冷たい北風

にたなびいている。身体中を冷気が走る。その時、

今まで安全運転を繰り返していたドライバーが初

めて急ブレーキを踏んだ。あわてて、行く手を見

ると、約二メートル先の路面が確認できない。大

　今回の東日本大震災にあたり、出動された医療従事者の方々に、経験された貴重な体験
を各々の独自な視点から、綴っていただき、記録として残すとともに、今後の災害出動に
あたって参考となることを願って、この特集を企画致しました。寄稿していただいた筆者
の皆様、お忙しい中、ご協力ありがとうございました。読者の先生方に何らかの記憶を残
すものとなれば幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　[ 常任理事　田中　義人 ]

3.11 東日本大震災　派遣医療チーム出動記録

南三陸町沿岸部
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このような清潔や活動援助などのかかわりを通

して、徐々にではありましたが、療養者の表情に

変化が表れ、自ら身体を動かそうとする活気がみ

られ始めました。活動期間が短く、私達の支援活

動の成果はわずかではあったと思いますが、その

限界を自覚しつつ、後方チームへきちんと引き継

ぎができたことは意義あることだったと思います。

私自身、JMAT での活動は初めての経験であ

り、JMAT の理解が十分できていない状態での支

援活動となりましたので、この反省を踏まえ、今

後、機会があれば研修会や訓練に参加させていた

だき、チームとしての使命を果たせるよう研鑽し

てまいりたいと思います。

今後は、県内災害発生時のことも視野に入れ

つつ、山口 JMAT の活動体制のさらなる整備、

DMAT や他職種との連携方法の検討、医師・看

護師・ロジスティックとの合同研修や合同訓練の

実施がなされると、より有意義な活動ができるの

ではないかと考えます。

　最後に貴重な機会を与えてくださった山口県医

師会、山口県看護協会の皆様、そしてともに活動

したメンバーに深く感謝いたします。

東日本大震災災害支援活動報告
独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院

看護師　長谷昌枝
平成 23 年 3 月 24 日～ 27 日まで山口県医師

会チームの一員として宮城県南三陸町にて医療支

援に参加しました。

発災から 2週間を迎えようとしていたこの頃、

被災地では津波から避難できたものの避難所内で

亡くなられる方が増えてきており、早急な対応が

必要とのことで、全国からも多くの医療チームが

被災地に向かいました。被災地内の病院は津波に

より機能維持できなくなっているところもあり、

また機能している病院には患者が押し寄せるとい

う現象が起きていたため、病院もパンク寸前の状

態で稼働していたところが多くありました。

避難所内に救護所をたて、救護所内で軽症～

中等症の方を他県から来た医療チームが継続的に

診ることで、一人でも多くの命を救い、また現地

病院の負担を軽減できればと思い、活動させてい

ただきました。

　活動拠点は 1,500 人の避難所になっている宮

城県南三陸町ベイサイドアリーナ内救護所でし

た。ここには5～6の医療チームが常駐しており、

活動期間中は、内科・精神科・小児科・整形外科

のチームがいました。薬剤も十分に行き届いてい

る状態で、検査は簡単な採血やエコー、レントゲ

ンが可能でした。また、今回の地震での損壊がな

く活動拠点としては安心感がありました。

初日は到着したのが夜だったこともあり、こ

の日の業務割り当てはなく、翌日の準備や施設内

の見学をして過ごしました。

2 日目は 7 時 30 分より医療班の全体ミーティ

ングで、その日の役割が分担されます。私達は避

難所内の救護所に入所している 14 ～ 21 名の方

を担当しました。

救護所では、この日まで現地志津川病院のス

タッフが休みもなく寝食共にしながら活動してお

られたため、疲労もピークを迎えていると感じ、

私達は患者だけでなく、スタッフが休養をとり、

ベイサイドアリーナ入口
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家族に会えたり、捜したりする時間を作ってもら

いたいと思い、引き継ぎを提案しました。震災に

より病院のカルテはなく、災害用カルテをコピー

して使っていましたが、診断もつかず、カルテ作

成もまだの方がいたので、はじめに行ったことは、

現病歴・既往歴、現在服用している薬があるか、

残薬はあと何日もちそうかなどの情報収集を行い

ました。そして診療の介助・検査の介助を行い診

断がついた方からカルテを作成していきました。

重症化が考えられる患者については、避難所前に

常駐している救急車に搬送依頼しました。

この救護所内におられた方の病名は、

心疾患・ICD 植え込み後・HT・DM・高脂

血症・肺気腫・気管支喘息・腰痛

膝痛・捻挫・白内障・アミロイドーシス・

脳梗塞後遺症・外傷性クモ膜下出血後・

精神疾患・不眠・イレウス・痔・鼻炎・

花粉症・咽頭痛・流行性角結膜炎疑い・

咳嗽・HOT 使用患者緊張性頭痛・褥瘡・

犬咬傷・妊娠（35週）

などでした。

また救護所内の配置は避難してきたままの状

態だったので、どこに誰がいるのか、どの方が患

者でどの方が付き添っている家族なのか分からな

い状態でした。事故を起こさないように、また後

続のチームに引き継げるように、説明し同意を得

ながらベッドネームやベッドNoをつけ、ベッド

マップを作成しました。大きく要医療、要介助者

で分け、フロアー内の配置転換を行いました。高

齢者や体の不自由な方は床からの立ち上がりが困

難なため長椅子を合わせてベッドを作製し、褥瘡

予防のマットを挿入する等して、静養出来る環境

を整えました。

その日の夜からは志津川病院のスタッフに変

わり、私達が 3～ 4時間の睡眠を交代でとりな

がら点滴やHOT の管理、日常生活全般の介助を

行っていきました。炊き出しの後、食事摂取量

の確認を行い、食べられない原因となっていた歯

のない方に柔らかい食べ物などを手配し、食事の

工夫を行いました。夜間はトイレ介助を主に行い

ました。ポータブルトイレ１つを 10数人で使用

するため、トイレ待ちの列が出来るうえ、すぐに

医療班ミーティング用テント

避難所前での待機中の救急車

医療班ミーティングの風景
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溢れそうになり、汚物を捨てるため、屋外の決め

られたところまで運び出さなければならなかった

り、普段病院で行っている同じ看護にもひと手間

もふた手間もかかるのが被災地での現状であり、

当たり前と思っていたことにすごく感謝したい気

持ちになりました。

3 日目は群馬と山梨の災害支援ナースの 3名

が同部署に配置されたため、これまで手が回らな

かった清潔ケアに重点を置いて活動しました。こ

こでも清拭をするために水とタオルを確保し、お

湯を沸かし、冷める前に清拭して回るわけですが、

避難所内には仕切りもなく男女の区別もない空間

で、個人のプライバシーを確保しつつ行うことは

とても難しかったです。時間をかけ、清拭したり、

足浴、爪切り、マッサージをしていると被災者の

方から涙を流されながら感謝の言葉や被災体験の

話を聞きました。かける言葉も思いつかず、一緒

に泣いたり、うなずくことしか出来ませんでした。

　この日の夜は群馬・山梨チームにカルテカン

ファレンスを開き、一人一人の詳細な情報を提供

しました。

4 日目は 10 時には帰路に向かうため 6時頃よ

り活動を始め、洗面、ハミガキ、食事の配下膳、

処方薬の残数確認、追加処方手続き、PT の方へ

のリハビリカンファレンスを行ったところで時間

がきました。

今後の課題としては今回 JMAT に準備された

服装が機能的でなかったこと、ある程度、被災地

の気候を考慮した個人装備で良いと思いますが、

一番上に着用するものは山口 JMAT であること

を明記し、かつポケットの多いものが必要だと思

います。

　今回の１チーム目のようなチームを編成する場

合の連絡手段や情報提供についても、個人での連

絡が早い段階で行えるようかかわって

いただけたらと思います。

　派遣の際、準備物品や現地の情報が

共有できるよう可能な限り県内のチー

ムが同じ被災地で活動できるようにな

れば、もっと動きやすかったのではな

いかと思います。

これまでは災害支援ナースとして、

山口県防府市の土砂災害、山陽小野田市の河川の

氾濫などでの活動をしてきましたが、今回のよう

な大災害での活動経験はなく、出発前はとても不

安でした。看護協会から要請をうけて当院から私

を含め５名の看護師が支援に向かいました。私は

医師会チームで活動できたため、相談できる医師

やメンバーが近くにいたことが、とても心強かっ

たです。看護協会の災害支援ナースとして派遣さ

れた看護師は、医療を求められる亜急性期に活動

するには、医師不在のチームでは出来ることに限

界があるという声も聞かれました。勤務の都合や

人手不足により支援に向かいたくても行けないス

タッフもいました。同じ病院内でチームが組めな

いこともありました。

今回の JMAT １チーム目で活動してみて、全

員が違う施設所属のため、事前の連絡や準備で

手間取った面もありましたが、施設の壁を越えた

チーム編成を組んでくださった柔軟な対応の必要

性を強く感じたと同時に、このような活動の機会

を与えてくださったことに深く感謝しています。

南三陸町へ
山口県社会福祉協議会　柴田　朗

テレビに映るヘリコプターからの映像は、最

初、何が起こっているのか、直ちには理解できな

かった。3月 11 日午後、「大きな地震が東北で

起き、津波ですごいことになっている」と職員が

階段を駆け上がってきた。テレビのスイッチを入

れると、押し寄せる津波、逃げる車、流される家、

今、現実に起こっていることと理解するには、時

間が必要であった。目の前の映像に「早く逃げな

いと！」、「そっちは危ない！」悲鳴のような職員

の声。それとともに「支援が始まる」の声。

私たちの職場、社会福祉協議会は民間組織で、

仮設トイレ ( ビニールシートで仕切り、穴が掘ってあるだけ
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全国の市町村、都道府県、政令指定都市ごとに約

1,800 の組織があり、このネットワークを使った

災害支援を阪神淡路大震災以降、被災地の社会福

祉協議会にボランティアセンターを立ち上げ、災

害支援ボランティアの方々の活動を円滑に実施す

るための業務を応援している。早速、事務局長は

「詳細は分からないが、支援は長期化すると思わ

れるので、職員全員を順次派遣することになる」

と宣言した。6月 20 日現在、派遣職員数 13人、

延べ 104 日（継続的支援を行う目的で、後任に

引き継ぎ事務があるため重複する日が必ずある）、

山口県内市町の社会福祉協議会職員も入れると

20 人を派遣し、現在も継続している。情報では

全国から延べ 1万 6千人以上が派遣されている。

それとは別に私は日本医師会の JMAT 山口県

災害医療チームの第二便（3 月 24 日（木）～

27 日（日））　鮫島康高医師チーム、看護師 2人

と一緒に事務方として派遣されることとなった。

第二便といっても、受け入れ先の関係で山口県

からは最初の派遣チームとなるため、報道関係者

も山口宇部空港に詰めかけていた。県医師会の小

田副会長から激励の言葉をいただき、簡単な打ち

合わせをした後、飛行機で東京へ、東京からは車

がチャーターされ、緊急車両として高速道路を 7

時間かけて派遣先に向かうこととなる。18 時半

に最寄の自動車道インターをおり、暗くなった国

道 398 号線を更に 30 分かけて派遣先に向かう。

しばらくして瓦礫が車のライトに映し出されてき

た。「こんな山の中まで？」が第一印象。そうし

て、車をおりたのが 19時過ぎ、ここでの責任者

に到着を告げ、翌朝 7時 30分からのミーティン

グに参加するよう指示を受け、持参した食事をと

り、アリーナベンチ下のむき出しコンクリートの

上に毛布を敷き寝袋で就寝。朝の 4時には震度 4

の地震で目を覚ますことになるのだが、なにしろ

21 時には照明が消えるため、それまであわただ

しい時間が過ぎていく。

　私たちの派遣先は、宮城県南三陸町の高台で自

衛隊の部隊も駐屯している対策本部のある体育施

設ベイサイドアリーナ。この敷地内には大型テン

体育館地元スタッフとの打ち合わせ　雑然とした状況

薬局 資材
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今月の 視点今月の 視点

常任理事 田 中 豊 秋

想定外

　3月 11 日の東日本大震災では、死者・行方不

明者ふくめ 3万人を超える犠牲者の方々がでま

した。ご冥福をお祈り申し上げます。また、今も

避難所等で不自由な生活を送られていらっしゃる

たくさんの被災者の皆様の生活再建が、一刻も早

くなされることを望みます。

　さて、映像でみる津波のすごさ、怖さは、大

きな地震のない山口県に住む私たちには想像を絶

する光景でした。過去、何度も大津波による被害

を受け、巨大な堤防等の防災施設の完備している

はずの三陸地域でさえあれほどの大災害を起こし

た、自然の力に呆然としたものです。

　一方、福島第一原発に関しては初めから胡散臭

い感じを受けていた。以前から原発の安全性に疑

問をもっていたこともあるが、過去の原子力施設

事故時の虚偽に満ち、真実が隠蔽された発表、東

京電力が過去に行ってきた種々のデータ改ざん

等から本当のことは発表されていないと感じてい

た。最近、事故当時測定していないといわれてい

たデータが発表されてきており、当時の報告の欺

瞞性が明らかになってきた。

　事故当時から、想定外の津波による不可抗力の

災害との立場を東電や経済産業省は取ってきたよ

うに思われる。「想定」とは広辞苑によると「あ

る一定の状況や条件を仮に思い描くこと」となっ

ている。そうすると、一般的にいう想定とは、過

去と同じ災害が起こったとしても安全であること

になる。したがって「想定外」とは、過去に存在

せずに想像もできなかった状態ということにな

る。

　現実には、福島第一原発の安全対策は関東大震

災を基準に作られていたそうである。関東大震災

より大きな地震は、この地域では 1,500 年以内

に 3回程度みられるとのことである。500 年前

後に 1回みられるようなものに対しては、当然

想定していなければならないことである。「想定

外」という言葉が言い訳、自己の保身に使われて

いるのは明らかである。今回の原発事故の原因を

想定外でかたづけようとするのは誤りである。原

発建設を推進してきた一部の政治家、企業、官僚、

マスコミ、学者たちの免罪符として、想定外とい

う言葉を使用するのは許されることではない。

原子力発電所事故に対する、民主党・自民党

の発言を聞いていると、今のまま原発を可動させ

たいように聞こえる。今のままではまた同じ災害

を繰り返してしまう。安全を確保するには、それ

なりの資金が必要である。過去において国会でも

安全基準の見直しの必要性が論議されたことがあ

る。原子力の専門科といわれる学者たちは、さか

んに安全だと主張した。彼らは災害のことはあま

り知識がないままに安全といっていた。そこまで

の安全を図ろうとすると経費がいくらかかるか判

らない。膨大な費用が必要である。そこまでの費

用がかかると電気代が高くついてしまう。経済的

に成り立たないという電気業界や財界の声にも引

きずられてしまった。その結果、「想定」が関東
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　平成 23年度中国四国医師会連合が、鳥取県医

師会の引き受けで開催された。　

第 1分科会　医療保険（労災･自賠責保険を含む )
指導大綱・指導関連
1. 集団的個別指導のあり方、指導大綱の見直し
について　　　　　　　　　　　　＜島根県＞
以前から、指導大綱のあり方、集団的個別指

導についてはいろいろな問題点が指摘され、また、
批判があるところである。本来であると指導は指
導大綱に沿った形で実施されるところであるが、
都道府県の実状を反映し実施については大きな違
いが生じている。このような状況を受けて指導・
監査の権限が地方厚生局に移管してからは、平準
化、統一化とともに指導強化の動きとなっている。
一方で指導大綱の目的は、社会保険医療において
定められている「保険医療機関及び保険医療養担
当規則」を理解し、保険診療の資質向上及び適正
化を図ること。また、指導方針として、保険診療
の取り扱い、診療報酬の請求等に関する事項につ
いて周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に
行うことを謳っている。しかし、現状はこの趣旨
から大きく乖離した状況にある。厚生局単独の一
方的な平準化、統一化、強化策には反対であり、
日医として積極的に交渉を行い、指導大綱の理念
に沿った指導・監査のあり方に努力をしてもらい

たい。特に集団的個別指導のあり方については多
くの問題点があり、継続して高点数であった場合
の個別指導への連動の見直し及び改善を行っても
らいたい。高点数＝悪ではない。そして喫緊の課
題としては、院内処方医療機関と院外処方医療機
関のグループ分けの間違いがあちこちで発生して
おり、対象者の平均点数と調整方法を含めた選定
理由の情報開示を是非お願いしたい。厚生局に移
管してからは「全ての類型区分に後期高齢者分を
反映させる」という項目が加わり、在宅医療を行っ
ている医療機関は必然的に点数が高くなり集団的
個別指導の機会が多くなる。その結果、在宅医療
の意欲が削がれることになり、国の方針である在
宅医療の推進とまったく矛盾することになる。集
団的個別指導のあり方について、指導大綱の見直
しを行い、指導大綱が謳っている理念の実現に向
けて日医の考えを伺いたい。

2. 指導大綱の改定について　　　　＜鳥取県＞
現在の指導大綱が実施され 15 年が経過してい

る。指導大綱を見直ししようとの動きから、昨年、
日医によるアンケートも実施された。現在、改定
に向けて具体的な検討がなされていると思われる
が、現在の進捗状況を伺いたい。

　既に集団的個別指導が実施されている県におい

平成 23年度中国四国医師会連合総会・各種分科会

と　き　平成 23 年 5月 28 ～ 29 日 ( 土・日 )
ところ　　ホテルニューオータニ鳥取 (鳥取市 )







平成 23年 7月 山口県医師会報 第1811 号

586

れた医薬品（副作用報告義務期間又は
再審査の終了した医薬品）を薬理作用
に基づいて処方した場合には、保険診
療に係る審査上、学術上誤りなきを期
し一層の適正化を図ること。また、診
療報酬明細書の医薬品の審査に当たっ
ては、厚生大臣の承認した効能、効果
等を機械的に適用することによって都
道府県の間においてアンバランスを来
すことのないようにすること」と記されている。
また、先の（平成 23 年 2 月 23 日）日医から

の通知「薬剤使用量の上限設定を超える使用に関
する 55 年通知の解釈について」では、中医協の
審議において診療側委員から、薬剤使用量の上
限設定を超える使用についても、55 年通知によ
る薬理作用に基づいた処方に該当するか確認を求
め、厚労省担当官から「医師の裁量権の範囲であ
る」旨の答弁がなされた。
その要旨は（1）薬剤使用量の上限を超える量

の使用についても、いわゆる 55 年通知に該当し、
医師の裁量権の範囲である。（2）上限設定を超
える薬剤使用に際しては必要に応じてレセプトに
詳記を求める。（3）薬剤使用量の上限を超える
使用で副作用が生じた場合でも、適正に使用され
たと考えられる場合には副作用被害救済制度の対
象になり得る。
以上のような文書であるが、各県では 55 年通

達を踏まえた審査が行われているか。また、先発
品では適応症があるが、ジェネリック（後発品）
では適応がない薬剤をどう判断するか伺いたい。

12. 薬剤使用量の上限設定を超える使用に関す
る 55年通知について　　　　　　　＜高知県＞
中医協の審議において診療側委員から、薬剤

使用量の上限設定を超える使用についても 55 年
通知による薬理作用に基づいた処方に該当するか
確認を求め、厚生労働省担当官から「医師の裁量
権の範囲である」旨の答弁がされた。
当該事例でも副作用被害救済制度の対象とな

り得ることは評価できるが、医師会として、審査
において都道府県間にアンバランスを来さないよ
う対応を相談したい。

　各県とも 55年通達を踏まえた審査を行うが、そ

の具体的な取り扱いについては用法、用量を大きく

逸脱したものとはならないとの認識であった。

日医　今回の通知については、何でも認めるという
ものではなく、代替薬がないなどの特別なケースで

は、上限を超える使用について医師の裁量権の範囲

であり、また、そのことがレセプトに症状詳記され

るなどの場合に認められるとの解釈であった。

13. 国保医療費通知について　　　＜岡山県＞
先般、国保連合会より医療費通知書の様式変

更の相談があり、その内容が医療費通知欄におい
て医療機関請求額と一次審査査定後額を併記する
といった様式変更の話であったため協議が紛糾し
た。岡山県においては、今までどおりの請求額の
みの記載を求めたが、この様式変更は厚労省、国
保中央会からの話ということであり、各県はどの
ように対応されているか。

　多くの県では、山口県と同様に医療費通知書に

は「支払確定額」のみが記載されている。一次審

査査定後額については、その後の再審査により復

元されること等があり不確定な額であるため、医

療費通知書に併記することは、患者側にあたかも

最終確定金額と誤解させる要因になるのではない

かと危惧された。

日医　様式変更の話がどこから発生したものか照
会している。

14. 診療報酬の審査・支払事務の委託先変更に
ついて　　　　　　　　　　　　　＜山口県＞
平成 19 年 4 月に健康保険法第 76 条の改正が行
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7. 在宅医療と介護のシステムの構築について　
　　　　　　　　　　　　　　　　＜高知県＞
　厚生労働省は次期の医療と介護報酬の改定につ
いて、在宅医療と介護の接点について点数配分をし
ようとしている。介護施設の際限のない増設は保険
料の高騰を招くとの観点からであろうが、在宅での
24 時間医療と介護は大変である。どこを評価して
点数を配分すべきなのか。各県のご意見を伺う。

本県からは在宅療養支援診療所に関して、有

床診療所においては夜間の対応は夜勤がいるの

で、有床診療所が在宅療養支援診療所になるのは

良いのではないかと指摘したが、一方で在宅療養

支援診療所は点数加算のため高点数になり、個別

指導の対象になるので、点数を取らない方も出て

きているので解決策を示してほしいと要望した。

長崎県では 2、3人でチームを組んで 24時間

体制で在宅療養支援診療所を運営していることが

紹介された。

　日医からは「在宅専門医療が都市部では出てき

ているが、日常の診療をしながら在宅医療ができ

ることを想定している。後方支援として有床診療

所や中小病院のベッドは大きな力になる。訪問看

護ステーションとの連携は重要である。個別指導

の対象になることに関しては、点数加算のために

高点数になることが悪いのではなく、それで自動

的に個別指導になるシステムが悪いので、対応を

検討したい」との回答があった。

Ⅱ . 日医への要望･提言
1.24 時間対応地域巡回・随時対応訪問サービス
制度とサービス付き高齢者向け住宅登録制度に
ついて　　　　　　　　　　　　　＜山口県＞
　24 時間対応地域巡回・随時対応訪問サービス

制度が創設される予定であるが、人員や経営の面
で中山間地を抱える本県では事業の継続が難しい
ように思えるがいかがか。また本県でも高齢者専
用賃貸住宅がかなり建設されている。このような
あまり制限のないような登録制度について日医の
考えはいかがか。

日医からは「24時間対応地域巡回・随時対応

訪問サービス制度の報酬体系は地域密着型になる

ので、包括払いになる。シミュレーションでは経

営的に厳しい結果が出ている。全国展開できる類

型ではないだろう。一部の地域では上手くいく可

能性がある。サービス付き高齢者向け住宅登録制

度については指定の在り方に不整合が起こらない

ようにすることやモラルハザードが起こらないよ

うに報酬体系などを十分話し合いをしていく」と

の回答があった。

2. 包括医療における抗認知症薬の取扱について
＜島根県＞

介護老人保健施設、精神科療養病床等におけ
る認知症治療薬の使用は、日常的な医学的な対応
として、費用が包括されているため、使用を躊躇
せざるを得ない。しかし、入所、入院患者のほと
んどが、なんらかの認知症を合併しており、介護
施設においても積極的な治療、リハビリテーショ
ンが望まれているところである。
わが国では、塩酸ドネペジルをはじめ、ガラン

タミン、メマンチンなどさまざまなアルツハイマー
型治療薬が発売されているが、当該薬物は通常行
える医療として保険請求が認められていない。
　今後、包括医療の施設・病床において、増加
が予測される認知症患者の生活の質の向上のため
に、ぜひ診療報酬で算定できるように制度を見直
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を狩り半安定帯の巣まで持ち帰る。自分より大き

な獲物を林の中で捕え、巣まで約 70ｍ。広い砂

丘の中、ただ一つの自分の巣になぜ一筋にもどれ

るのかは不明である。クモのような信号糸もなく

アリのように臭いをつけているわけでもなく、ど

うやって帰巣するのだろか。帰巣すると自らの触

角でエサの大きさを測り、入らなければ巣の入り

口の拡張工事を行う。巣の奥に引き込むと殺さず

マスイをし、これに産卵する。

　イソコモリグモ ( 図 3) 。純砂丘依存型のクモ

で語源は磯子守グモ。ツチグモの仲間。40～ 50

匹の子グモを背中で育てる。親から離れた子グモは

エサをとった後や外敵が来た時、いっせいに親グモ

の背中にもどる。親の背中に粘着させた糸をたどっ

てもどるのだが、その糸は糸どおしがくっついたり

からんだりしない。また穴居生活で巣穴の周りにも

糸をはりめぐらし、エサが触れた時のレーダーの役

目もしている。砂と砂をくっつけ巣穴のフタも作り

雨が巣穴に入らないように工夫している。

　コウボウムギ ( 図 4) 。砂の表面近くで根をはり
成長していくため、1年の砂の堆積量がわかる。古

い根生葉で筆ができる。（水茎の筆と呼ばれる）秋

になるとたくさんの実がなり茶として利用できる。

　ハマニガナ ( 図 5) 。味

は苦い。地下茎に貯水タ

ンクを持ち、雨が降らな

くても 2か月くらい枯れ

ない。春から秋にかけて

花が咲く。葉の形からハ

マイチョウの名もある。

　一般に植物は深い根によって水分をとるもの

と、浅い根であっても水分を貯める茎をもつもの

とがある。前者は海岸から遠い場所、後者は海岸

に近い場所に生息するが、おそらく水分の塩分濃

度によるためであろう。

おわりに
　砂丘の環境は厳しく、われわれの祖先も幾度も

これと共存し、あるいは征服しようと試み、その

度自然の猛威に屈し、今なお砂との戦いと利用に

多大の労力を費やしている。

　その中で砂丘に住む生物たちはこれに適応し、

すばらしい智恵で生活し子孫を残している。そん

な生物たちのたゆまぬ努力と生き様に学ぶことも

多い。
※分布図及び写真は、鳥取自然に親しむ会より掲載許可をいた

だきました ( 平成 23年 6月 3日 ) 。

[ 報告：理事　山縣　三紀 ]

図 3　卵のうから出て、母親の背中に群れる
イソコモリグモの子たち

一年の砂の
堆積量

図 4　コウボウムギ

図 5　ハマニガナ
































